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大分県のモデル指定を受けた
杵築市の取り組み



概 要（平成２８年３月末現在）

（1）面 積 ・・・ ２８０.０８㎢

（2）人 口 ・・・ ３０,４８６人

（3）世帯数 ・・・ １３,５１３世帯

（4）高齢者数 ・・・ １０,５４５人

（5）高齢化率 ・・・ ３４６８％

（6）要介護認定者数 ・・・ １,７８８人

（7）要介護認定率 ・・・ １７.０％

（8）ひとり親世帯 ・・・ ２６６世帯

（9）生活保護世帯 ・・・ ３１８世帯

大分県杵築市の概要

平成１７年１０月１日 １市１町１村合併



地域ケア会議開催等の経過

年 月 日 内 容

平成23年12月 和光市視察（ケア会議等見学）

平成24年 2月 保険者・包括支援センターにおいてケア会議の試行

平成24年 4月 地域ケア会議開催（現状の形式）

平成24年 10月 介護予防・日常生活支援総合事業開始

平成25年 4月 介護予防拠点開設（大分県初）

平成26年 2月 アセスメントマニュアル作成

平成26年 4月 管理栄養士・歯科衛生士を地域包括へ配置

平成26年 6月 地域ケア会議進行マニュアル作成

平成27年 1月 まちかど交流サロン開設

平成27年 4月 組織機構改革（医療政策係・地域包括ケア推進係設置）



地域ケア会議に係るこれまでの主な取組の概要
平成２３年度
～先進地の取組からの学び～
・市町村トップセミナー（講師：埼玉県和光市職員）
・埼玉県和光市視察（モデル３市（豊後高田市、杵築市、豊後大野市）、県）

資料：大分県高齢者福祉課



杵築市地域ケア会議の概要
○ 個別ケースの課題解決からネットワークの構築、地域課題の発見、社会資源の整備、政策形成
○ 平成２４年２月から実施、毎週水曜日の午前中
○ 参加者 ：保険者（計画担当者）、地域包括支援センター、ケアマネジャー、介護保険事業所、
助言者 ：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、県保健所保健師

○ 対象事例 ：介護予防給付 ・介護給付（福祉用具、住宅改修、例外給付） ･地域密着型サービス、
困難事例 ･介護予防・日常生活支援総合事業

①高齢者のＱＯＬ向上
②介護保険制度の理念の追求
③介護保険事業計画（課題解決）
④介護予防事業の強化
⑤認知症対策
⑥医療・介護連携

①全関係者の意識改革
②政策立案能力の向上
③アセスメント能力の向上
④ｺﾐｭﾆｹｲｼｮﾝ能力の向上
⑤専門職の専門性の向上

必要施策 人材育成

①保険者（市）
②地域包括支援センター

③ケアマネジャー
④サービス事業所
⑤その他関係団体等

機能強化

元気高齢者の増加

要介護認定者数の減

市内事業所を対象としたトップセミナーの様子 ケア会議の様子

高齢者のＱＯＬ向上

介護保険料の上昇抑制 5



要支援１・２

○通所型予防
給付
○訪問型予防
給付

移行・卒業

同様サービス

○通所型元気アップ事業
（１２事業所）

○訪問型生活機能アップ
事業 （７事業所）

○通所型予防

サービス（１２事業所）
○訪問型生活支援
サービス（８事業所）

○介護予防運動継続
支援事業（３教室）
○認知症予防教室
（４教室）

介護予防・日常生活
支援総合事業

移行・卒業

同様サービス

卒業

卒業

○生きがい活動
通所支援事業
○軽度生活援助
事業

単価設定は、現行
予防給付の介護
報酬とほぼ同額

単価は現行の予防給付の
介護報酬より低めに設定

負担額も同じ 卒
業

高齢者交流サロン

卒業移行・卒業

※ 高齢者者は事業所を代わることなく各事業を利用することができる

一次予防事業
高齢者福祉サービス

一般会計

買物
支援

閉じこもり予防
日常生活支援

社会福祉法人・ＮＰＯが
ボランティアを活用

既存サービス事業所

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ等の専門職
が中心となりｻｰﾋﾞｽを提供
・心身機能と生活機能の向
上を図り介護保険卒業を
目指す

包括支援ｾﾝﾀｰ
がｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに
基づき適切なｻｰ
ﾋﾞｽを選択

新しい総合事業（予防給付から地域支援事業への移行）

①訪問・通所介護

②訪問・通所サービスＡ

③通所サービスＢ



杵築で生まれた介護予防拠点（県内初）

ピザ釜・かまど
近所の小学生と高齢者との交流等にも活用

わざわざ階段を整備
（バリアアリー）

・要支援からの改善者の受け皿
・要支援・要介護状態を予防するための拠点





専門職（歯科衛生士・管理栄養士）の業務内容

包括（居宅）の
スキルアップ

地域で
の啓発

事業所へ
の

指導

一次予防事業、サロン、出前
講座等の啓発

ケア会議より課題が抽出され
た個別アプローチ

事業所支援
（日常生活支援事業）



まちかど交流サロン （みんなの楽校）



要介護認定率の推移
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杵築市における地域ケア会議の成果

地域ケア会議を開催することで地域包括ケアシステム

構築に必要な施策の展開が可能となり介護保険制度持
続可能性の確保につながった

① 要介護認定者の改善率向上

② 要介護認定率の低下

③ 介護保険給付費の上昇抑制

④ 介護保険料の据え置き

⑤ 要支援者の地域支援事業への円滑な移行



ケアマネジメント業務と政策形成の共通点

１．モニタリング （個人因子・環境因子の把握）

２．アセスメント （課題を抽出）

３．ケアプラン （支援計画）の作成

４．サービス提供計画の作成

５．改善効果の評価 （モニタリングの継続）

現状把握

現状分析

課題抽出

政策立案

予算作成・事業展開

評価・見直し

不足

曖昧

成果が出ない



地域包括ケアシステムのマネジメント

高齢者のＱＯＬ向上（いつまでも地域で安心して暮らせるまち）

自立支援型
ケアマネジメントの確立

ケアマネジャーの
専門性の向上

地域ケア
会議

○研修体制の整備
・カリキュラムの作成
・テキスト（マニュアル）作成
・講師養成

アセスメント能力の向上

○生活機能向上ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等の作成
○技術的指導の体制整備
（専門職の確保）

サービス事業所の強化

○市民啓発
・出前講座

○事業者への啓発
・トップセミナー
・管理者会議
・ケアマネ連絡会

意識改革

○サービス基盤の充実
○事業者保護
・外部資本流入阻止
・新総合事業の委託
・事業所研修会の支援

信頼関係の構築

地域課題解決策

総合事業
・通所予防サービス
・訪問予防サービス
・福祉有償運送
・認知症カフェ
・高齢者実態把握
・サロン支援

介護予防拠点

・介護予防運動継
続支援事業
・認知症予防教室

予防教室

・生きがい活動通
所支援事業
・軽度生活援助事
業

福祉サービス

・立ち上げ支援
・介護予防サポー
ター育成
・ボランティア組織
の整備
・ボランティアポイン
ト制度

高齢者サロン

地域包括支援センターのコーディネート

規範的
統合

○職能団体とのネットワーク
・ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ協会
・栄養士、歯科衛生士会

関係団体とのﾈｯﾄﾜｰｸ

サービス事業所 まちかど交流サロン



全世代を対象とした相談支援体制の整備

○ 介護保険で実践し成果を導いた地域ケア会議の手法（個別プランの検証から地域課題
の把握、解決策の展開）を他の保健福祉分野にも適用させることが必要

○ ケースによって各種制度の調整機能並びに社会資源を連携させ効果的な支援策が提
示できるコーディネーターの育成及び資質向上

○ 全市民を対象とした地域包括ケアシステムを構築する市職員のマネジメント力の強化

課題

○ 生まれる前から終末期まで、ライフステージに合わせた一貫・継続した相談体制の整備

医療 介護 住まい 権利擁護 生活支援就労 地域活動支援

出産前 乳幼児期 修学前 修学期 成年期 高齢期

○ 全市民を対象とした統括型の相談支援センターの整備を目指す

全世代対応型地域包括支援センター

地域包括支援センター 障害者（児）相談支援センター

子育て世代包括支援センター 生活困窮者自立支援センター

就労支援センター

妊
娠

終
末



ご清聴ありがとうございました。


